
　 ■　安全管理計画

1 　現場管理について

(1) 工事エリアの外周に仮囲いを設置して周囲との区別を明確にし、工事関係者以外の

作業場内への立入りを禁止することで、安全を確保します。

(2) 火災や工事障害等の事故防止のため、工事作業場内及び周辺における安全

管理を徹底します。

(3) 工事期間中は工事責任者を常駐させ、緊急時や近隣の皆様からの申入れ等

に迅速に対応できる体制とします。

(4) 作業員への教育の実施や衛生管理の徹底等、作業員の風紀に関する指導監督

を行います。

2 　作業時間及び休日について

(1) 作業時間は、原則として、午前8時から午後6時までとし、その前後に準備および

片付け等の作業を行わさせていただきます。

騒音や振動が大きな作業は原則として午前8時30分から午後5時30分までとします。

(2) 休日は、原則として日曜日、祝日および年末年始休暇とします。

工事を行う上で既存庁舎の運営に支障が出る場合は、休日に作業をさせていただく

可能性もあります。その際は、事前にお知らせいたします。

(3) 現場の搬出入車両については、上記時間外での搬出入を行う場合があります。

(4) 交通事情や天候又は作業の都合上(コンクリート硬化等)、やむを得ない場合

(コンクリート打設、仕上作業等)により、上記時間外に作業を行う場合があります。

(5) 事故、天災等の緊急時における防災作業、諸官庁による指定作業(搬出入含む)、

室内仕上作業等で騒音や振動が少ない作業（塗装工事、内装工事等）については、

上記にかかわらず作業を行う場合があります。

3 　工事車両の交通安全対策

(1) 工事車両の通行は、所轄警察署や近隣の中学校と十分に協議の上、慎重

に計画します。

(2) 工事ゲート周辺に工事車両誘導員を配置して、歩行者の安全確保や交通事故防止に

努めます。

(3) 工事車両の運行は、交通法規を遵守した安全運転を励行します。特に、通学路を

通行する工事車両に対しては、児童・生徒に十分注意するよう交通安全指導を行います。
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4 　環境対策について

(1) 作業場内で使用する重機は低騒音型とします。

(2) 工事車両や重機の通行路は凸凹をなくし、走行時の振動を抑制します。

(3) 作業場内の重機は低速走行とし、騒音・振動を抑制します。

(4) 防塵対策として、場内通行路に鉄板を敷き、適宜散水を行います。

(5) タイヤに付着した土は場外に持ち出さないよう場内で清掃・除去します。

5 　近隣建物の保全・電波障害について

(1) 近隣建物等に損害を与えることがないよう万全の対策を講じます。万が一、

工事に起因して近隣の建物等に損害が生じた場合には、協議の上、誠意を

持って原状回復のための補修等を検討させていただきます。

(2) 本件建物に起因して、テレビ電波障害が発生したときは、迅速に対応し、

適切な受信障害対策を講じてまいります。

6 　その他

上記以外の問題や、近隣の皆様からの申入れにつきましても、誠意を持って

その都度協議をし、その問題の解決に努めます。また、常に近隣の皆様との連絡を、

密にし御迷惑を少なくするように安心安全な現場運営を心掛けてまいります。

7 　工事に関する問い合わせ先

清水建設株式会社 関東支店 埼玉営業所

担当者　石原 昌亨

電話　090-3235-3356


